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事務総局会議（第21回）議事録

日時 平成29年7月11日（火）午前10時00分～午前11時46分

場所 総局会議室
q 4

出席

者
今崎事務総長，中村総務局長，堀田人事局長，笠井経理局長，平田民事
局長兼行政局長，平木刑事局長，村田家庭局長，徳岡秘書課長兼広報課
長，安東情報政策課長，門田審議官

議事 1 平成29年5月における裁判官の視察結果報告に対する説明につい
て

徳岡秘書課長説明（資料第1）

2 司法修習生の修習給付金の給付に関する規則及び関連する議決につ
いて

堀田人事局長説明（資料第2）

3 司法修習生に関する規則及び司法修習生の修習資金の貸与等に関す
る規則の一部を改正する規則並びに関連する議決について
堀田人事局長説明（資料第3）

今
■

●

結果 ◎裁判官会議付議1 ， 2 ， 3

秘書課長 徳 岡 ●



需誉弄壱議料事’

(平成29 ． 7 。 11）

事務総局説明事項

1 民事事件における合議の充実活用の現状及び取組について【民事局】

2 公判前整理手続の充実化・迅速化に向けた取組の状況について【刑事

局】

て
成年後見に関する自治体及び専門職団体との連携等について【家庭局】3

近時の情報セキュリティ対策等の状況について【情報政策課】4

9

《 、



薄替濤請書料峯〃

(平成29． 7． 11人事局）

司法修習生の修習給付金の給付に関する規則及び関連する議
●

決について

＜資料目録＞

1 司法修習生の修習給付金の給付に関する規則案

2同制定理由

3 司法修習生の修習給付金の給付に関する規則において最高裁判所が定めるとさ
〔

れている事項等について（議決案）

〔

◆



す

定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

裁
判
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
額
を

1

理
由

､

て

《‐

‐



、

司法修習生の修習給付金の給付に関する規則において最高裁

判所が定めるとされている事項等について

1 司法修習生の修習給付金の給付に関する規則において，最高裁判所が定めると

されている事項（通常修習期間に関する事項を除く。 ）は，最高裁判所事務総長

の決裁をもって定める。

2 司法修習生の修習給付金の給付に関する規則において，最高裁判所の権限又は

所掌事務とされている事項は，最高裁判所事務総長又はその指定するものに委任

て する。

に



簿替廉議料菓．

(平成29． 7． 11人事局）

司法修習生に関する規則及び司法修習生の修習資金の貸与等

に関する規則の一部を改正する規則並びに関連する議決につ

いて

＜資料目録＞

1 司法修習生に関する規則及び司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則の一

部を改正する規則案

2 同制定理由

3 同新旧対照表

4 司法修習生に関する規則においてその一部改正により罷免等に関して新たに最

て

高裁判所の権限とされた事項について（議決案）

f
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を
定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

裁
判
所
法
の
、
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
事
由

理
由 背

f

く

典



（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
常
置
す
る
。

②
～
④
（
略
）

第
四
章
罷
免
等

第
十
二
条
裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九
号
一
第
十
二
条
裁
判
所
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
試
験
を
行
う

第
一
条
関
係
Ｉ
司
法
修
習
生
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
五
号
）

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
試
験
た
め
、
最
高
裁
判
所
に
司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
（
以
下

を
行
う
た
め
、
最
高
裁
判
所
に
司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
．
委
員
会
と
い
う
。
）
を
常
置
す
る
。

’

対
照
条
文

司
法
修
習
生
に
関
す
る
規
則
及
び
司
法
修
習
生
の
修
習
資
金
の
貸
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧

新

r
、、

②
～
④
（
同
上
）

Ｉ
’

第
四
章
罷
免L

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

I
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e

②
法
第
六
十
八
条
第
二
項
の
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
事
由

第
十
七
条
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
最
高
裁
判
所
の
定
め

ｌ｛ハ ’そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
由
と
す
る
。

は
、
品
位
を
辱
め
る
行
状
、
修
習
の
態
度
の
著
し
い
不
良

四’ 三’ 二I五
本
人
か
ら
願
出
が
あ
っ
た
と
き
。

’ る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

一
成
績
不
良
又
は
心
身
の
故
障
に
よ
り
、
修
習
を
継
続

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
。

一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
準
ず
る
事
由

第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
と
き
。

後
見
開
始
又
は
保
佐
開
始
の
審
判
を
受
け
た
と
き
。

禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。

でて
、.

第
十
七
条

三’ 二1 一’

眼
憲
一
者
で
復
朧
苧
を
炉

牛
破
後
見
人
又
は
駿
帽

Lく

匹
々
官
口
石
グ

－2－



第
十
九
条
司
法
研
修
所
長
は
、
司
法
修
習
生
に
第
十
七
条

②
修
習
の
停
止
を
命
じ
ら
れ
た
司
法
修
習
生
は
、
司
法
修

第
十
八
条

第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
又
は
同
条
第
二
項
の
事
由
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
最
高
裁
判
所
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

付
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

れ
て
い
る
期
間
中
法
第
六
十
七
条
の
二
第
一
・
項
の
修
習
給

は
で
き
な
い
。
司
法
修
習
生
は
、
修
習
の
停
止
を
命
じ
ら

習
生
と
し
て
の
身
分
を
保
有
す
る
が
、
修
習
を
す
る
こ
と

下
と
す
る
。
修
習
の
停
止
の
期
間
は
、
一
日
以
上
二
十
日
以

〔て

三
本
人
か
ら
願
出
が
あ
っ
た
と
き
。

第
十
九
条
司
法
研
修
所
長
は
、
司
法
修
習
生
に
前
二
条
の

三’
第
十
八
条

高
裁
判
所
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

各
号
に
当
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
最

二’ －I

I
が
で
き
る
。

当
で
あ
る
と
き
。〔胃（ 績

不
｛
良
そ
の
肺
巨
の
哩
由

砺
‐
修
曹
α
藍
農
伍
菫
一

－3－



’
第
二
十
条
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
司
法
修
習

②
高
等
裁
判
所
長
官
、
地
方
裁
判
所
長
、
検
事
長
、
検
事

伊

正
及
び
弁
護
士
会
長
は
、
監
督
の
委
託
を
受
け
た
司
法
修

定

め

る
。

生
の
罷
免
等
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
最
高
裁
判
所
が

長
を
経
て
、
こ
れ
を
最
高
裁
判
所
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 Ｉ

第
二
項
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
司
法
研
修
所

習
生
に
、
第
十
七
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
又
は
同
条

てく

②
高
等
裁
判
所
長
官
、
地
方
裁
判
所
長
、
検
事
長
、
検
事

（
新
設
）

と
き
は
、
司
法
研
修
所
長
を
経
て
、
こ
れ
を
最
高
裁
判
所

のに
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

習
生
に
、
前
二
条
の
各
号
に
当
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る

正
及
び
弁
護
士
会
長
は
、
監
督
の
委
託
を
受
け
た
司
法
修

〔く

－4－



規
則

（
貸
与
申
請
の
方
式
等
）
（
貸
与
申
請
の
方
式
等
）

第
一
条
裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九
号
。
第
一
条
裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九
号
。

第
二
条
関
係
ｌ
司
法
修
習
生
の
修
習
資
金
の
貸
与
等
に
関
古
る
規
則
（
平
成
二
十
一
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
号
）

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
申
請
（
以
下
「
貸
与
申
請
」
と
い
う
。
）
は
、
最
定
す
る
申
請
（
以
下
「
貸
与
申
請
」
と
い
う
。
）
は
、
最

高
裁
判
所
の
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
（
以
下
こ
高
裁
判
所
の
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
（
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
貸
与
申
請
書
」
と
い
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
貸
与
申
請
書
」
と
い

う
。
）
を
最
高
裁
判
所
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
う
。
）
を
最
高
裁
判
所
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

司
法
修
習
生
の
修
習
専
念
資
金
の
貸
与
等
に
関
す
る

新

（く

司
法
修
習
生
の
修
習
資
金
の
貸
与
等
に
関
す
る
規
則

く
(‐

|日

－5－



第
二
条
修
習
専
念
資
金
（
法
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
に

２
．
３
（
略
）

規
定
す
る
修
習
専
念
資
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、

・
貸
与
申
請
が
さ
れ
た
日
（
貸
与
申
請
書
を
提
出
し
た
日
が

同
項
に
規
定
す
る
修
習
の
た
め
通
常
必
要
な
期
間
と
し
て

最
高
裁
判
所
が
定
め
る
期
間
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
七
条

修
習
期
間
を
そ
の
開
始
の
日
又
は
各
月
に
お
い
て
そ
の
日

に
応
当
す
る
通
常
修
習
期
間
内
の
日
（
そ
の
日
に
応
当
す ’

た
も
の
と
み
な
す
。
）
の
属
す
る
貸
与
単
位
期
間
（
通
常

に
お
い
て
「
通
常
修
習
顛
間
」
と
い
う
。
）
の
開
始
の
日

前
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
開
始
の
日
に
貸
与
申
請
が
さ
れ

し、
◎（

修
習
専
念
資
金
の
貸
与
の
方
法
）

近(‐

第
二
条
修
習
資
金
（
法

２
．
３
（
同
上
）

Ｉ間
内
の
日
（
そ
の
日
に
応
当
す
る
日
が
な
い
月
に
お
い
て Ｉ

始
の
日
又
は
各
月
に
お
い
て
そ
の
日
に
応
当
す
る
修
習
期

す
。
）
の
属
す
る
貸
与
単
位
期
間
（
修
習
期
間
を
そ
の
開

定
す
る
修
習
の
た
め
通
常
必
要
な
期
間
と
し
て
最
高
裁
判

所
が
定
め
る
期
間
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
七
条
に
お
い
て

す
る
修
習
資
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
貸
与
申
請

は
、
当
該
開
始
の
日
に
貸
与
申
請
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な

が
さ
れ
た
日
（
貸
与
申
請
書
を
提
出
し
た
日
が
同
項
に
規

し、
◎『

修
習
期
間
」
と
い
う
。
）
の
開
始
の
日
前
で
あ
る
と
き

匡
資
金
Ｚ
貸
与
グ

（く
、

第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定

－6－



も

口
２
修
習
専
念
資
金
は
、
次
条
の
規
定
に
よ
り
各
貸
与
単
位

裁
判
所
の
定
め
る
日
ま
で
に
、
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
方

１

期
間
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
額
の
修
習
専
念
資
金
を
、
最
高

。

当
該
貸
与
単
位
期
間
）
に
係
る
分
か
ら
こ
れ
を
貸
与
す
る

が
さ
れ
た
日
が
貸
与
単
位
期
間
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
次
の
貸
与
単
位
期
間
（
貸
与
申
請

分
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
区
分
に
よ
る
一
の
期
間
を
い

と
き
は
、
通
常
修
習
期
間
の
末
日
）
ま
で
の
各
期
間
に
区

末
日
）
の
前
日
（
当
該
前
日
が
通
常
修
習
期
間
内
に
な
い

口
翌
月
の
通
常
修
習
期
間
の
開
始
の
日
に
応
当
す
る
日
（
そ

る
日
が
な
い
月
に
お
い
て
は
、
そ
の
月
の
末
日
）
か
ら
各

の
日
に
応
当
す
る
日
が
な
い
月
に
お
い
て
は
、
そ
の
月
の

「

〔（

●

１
２
修
習
資
金
は
、
次
条
の
規
定
に
よ
り
各
貸
与
単
位
期
間

定
め
る
日
ま
で
に
、
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
方
法
に
よ
り

ご
と
に
定
め
ら
れ
る
額
の
修
習
資
金
を
、
最
高
裁
判
所
の

れ
を
貸
与
す
る
。

あ
る
と
き
は
、
当
該
貸
与
単
位
期
間
）
に
係
る
分
か
ら
こ

間
（
貸
与
申
請
が
さ
れ
た
日
が
貸
与
単
位
期
間
の
初
日
で

修
習
期
間
内
に
な
い
と
き
は
、
偶
剥
尉
劉
勵
の
末
日
）
ま
で

の
各
期
間
に
区
分
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
区
分
に
よ
る

に
お
い
て
は
、
そ
の
月
の
末
日
）
の
前
日
（
当
該
前
日
が

は
、
そ
の
月
の
末
日
）
か
ら
各
翌
月
の
個
割
刷
割
間
の
開
始

の
日
に
応
当
す
る
日
（
そ
の
日
に
応
当
す
る
日
が
な
い
月

一
の
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
次
の
貸
与
単
位
期

（〈

、

－7－



第
三
条
修
習
専
念
資
金
の
額
は
、
一
貸
与
単
位
期
間
に
っ

２
修
習
専
念
資
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
修 ’

、

専
念
資
金
の
額
の
変
更
を
申
請
し
た
と
き
は
、

習
専
念
資
金
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
司
法
修
習
生
が
、
次

。
）
と
す
る
。

ｌ
き
十
万
円
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
本
額
」
と
い
うＩ

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
修
習 ’

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

交
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
日
後
に
交
付

貸
与
申
請
に
係
る
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
等

法
に
よ
り
交
付
し
て
貸
与
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

の
事
情
が
あ
る
た
め
、
修
習
専
念
資
金
を
そ
の
日
ま
で
に

（
修
習
専
念
資
金
の
額
）

●

〔〈

修
習
専
念

第
三
条
修
習
資
金
の
額
は
、
一
貸
与
単
位
期
間
に
つ
き
二

２
修
習
資
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
修
習
資

’

掲げ

１

１

金
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
司
法
修
習
生
が
、
次
の
各
号
に

る
場
合
に
お
い
て
、
修
習
資
金
の
額
の
変
更
を
申
請

Ｃ

ｌ

し
た
と
き
は
、
修
習
資
金
の
額
を
一
貸
与
単
位
期
間
に
つ

。
）
ど
す
る
。

十
三
万
円
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
本
額
」
と
い
う

異
ご
う
（
》
。

が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
日
後
に
交
付
す
る
こ
と
が
で

に
係
る
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
等
の
事
情
が

あ
る
た
め
、
修
習
資
金
を
そ
の
日
ま
で
に
交
付
す
る
こ
と

交
付
し
て
貸
与
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
貸
与
申
請

〈（ f

’ 4
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三’ 二’ ’
’

変
更
す
る
。

資
金
の
額
を
一
貸
与
単
位
期
間
に
つ
き
十
二
万
五
千
円
に

一
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同

項
第
二
号
に
掲
げ
る
子
を
除
く
。
）
が
あ
る
場
合

る
扶
養
親
族
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
配
偶
者
及
び
同

五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す

様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
が
あ
る
場
合

一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
が
あ
る
場
合

満
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
〈
昭
和
二
十

rr
L

三’ 二’ 一I き
剖
烈
酬
笥
望
削
叫
詞
司
叫
馴
剖
調
に
変
更
す
る
。I’|I

合
二
十
五
万
五
千
円

I
場
合
十
八
万
円

基
本
額
未
満
の
額
の
修
習
資
金
の
貸
与
を
希
望
す
る

齪
侭
順
一
壱
（
屑

く(‐
ニ
ワ
デ
」
潭
恒

輿
王
同
桑
琶
今
画

－9－



１
１

３
》
一
訓
言
兵

前
項

（
削
る
）

更
す
る
。

申
請
し
た
と
き
は
、
修
習
専
念
資
金
の
額
を
基
本
額
に
変

け
た
者
が
、
修
習
専
念
資
金
の
額
の
基
本
額
へ
の
変
更
を

の
規
定
に
よ
る
修
習
専
念
資
金
の
額
の
変
更
を
受

r（

１
１

１

４
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
修
習
資
金
の
額
の
変
更
を
受
け

31
た
と
き
は
、
修
習
資
金
の
額
を
基
本
額
に
変
更
す
る
。

た
者
が
、
修
習
資
金
の
額
の
基
本
額
へ
の
変
更
を
申
請
し

め
る
額
に
変
更
す
る
。

四I目
資
金
の
語

’
合
二
十
八
万
円

劉
甥
鼠
口
ニ
ー
十
五
万
五
千
円I

更
『
こ
司
項
各
号
に
隅

国
資
金
の
馥
価

（（

一
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61 ｌ

‐

５
前
条
第
一
項
の
規
定
は
、
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定

41
｜
次
の
貸
与
単
位
期
間
（
そ
の
日
が
貸
与
単
位
期
間
の
初
日ｌ

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
貸
与
単
位
期
間
）
以
降
に
係
る
修

習
専
念
資
金
の
額
を
基
本
額
に
変
更
す
る
。

Ｉ
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
該

当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
貸
与
単
位
期
間
の

に
よ
る
修
習
専
念
資
金
の
額
の
変
更
の
申
請
が
あ
っ
た
場

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

て
い
る
司
法
修
習
生
が
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
最
高
裁
判
所
に
提
出
し
て

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
項
に
定
め
る
額
の
修
習
専
念
資
金
の
貸
与
を
受
け

ｌ
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
最
高
裁
判
所
の
定
め

〔（

《
■
■
■
■
■
■
■
■
巳７
第
二
項

６
前
条
第
一
項
の
規
定
は
、
第
二
項
洲
創
副
劉
凹
剰
到
司
司
の

Ｉ

１
１

５
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
最
高
裁
判
所
の
定
め

位
期
間
の
次
の
貸
与
単
位
期
間
（
そ
の
日
が
貸
与
単
位
期

１

１

習
資
金
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
司
法
修
習
生
が
、
当
該
各

に
係
る
修
習
資
金
の
額
を
基
本
額
に
変
更
す
る
。

間
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
貸
与
単
位
期
間
）
以
降

、
当
該
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
貸
与
単

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は

規
定
に
よ
る
修
習
資
金
の
額
の
変
更
の
申
請

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
最
高
裁
判
所
に
提
出
し
て

各
号
（
第
一
号
を
除
く
。
）

〔く

Ｉ

に
定
め
る
額
の
修

が
あ
っ
た
場ｌ

た
だ
し

－11－



、

’

３
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
百
五

第
四
条
修
習
専
念
資
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

２
前
項
に
規
定
す
る
保
証
人
は
、
修
習
専
念
資
金
の
貸
与

0

を
受
け
た
者
と
連
帯
し
て
債
務
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る

ぱ
な
ら
な
い
。

、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
者
を
保
証
人
に
立
て
な
け
れ

一
・
二
（
略
）

（
保
証
人
）

F

てぐ

第
四
条
修
習
資
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

３
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
百
五

１

２
前
項
に
規
定
す
る
保
証
人
は
、
修
習
資
金
の
貸
与
を
受

け
た
者
と
連
帯
し
て
債
務
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

’

I
ら
な
い
。

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
者
を
保
証
人
に
立
て
な
け
れ
ば
な

る
。一

・
二
（
同
上
）

（
保
証
人
）

(~（
三
フ
▽
ヘ
ユ
‐
ｄ
竺
乖
二
一
口
弓
．
テ
延
畢

幻
る
龍
に
変
雷

“
△
「

ザ
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（
修
習
専
念
資
金
の
貸
与
の
終
了
）

第
六
条
個
割
ヨ
司
創
瀞
『
剣
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
司
法
修
習

生
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
が
生
じ
た
と

き
は
、
当
該
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
貸
与
単
位
期
間

の
次
の
貸
与
単
位
期
間
（
そ
の
日
が
貸
与
単
位
期
間
の
初

日
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
貸
与
単
位
期
間
）
以
降
に
係
る

二
法
第
六
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

罷
免
さ
れ
た
と
き
。
‘

三
～
五
（
略
）

修
習
専
念
資
金
を
貸
与
し
な
い
も
の
と
す
る
・

一
（
略
）

十
一
条
の
規
定
は
、
修
習
専
念
資
金
の
貸
与
に
つ
い
て
は

ｄ

適
用
し
な
い
。

〔ぐ

第
六
条ｌ資金

を
貸
与
し
な
い
も
の
と
す
る
。

三
～
五
（
同
上
）

、
当
該
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
貸
与
単
位
期
間
の
次

の
貸
与
単
位
期
間
（
そ
の
日
が
貸
与
単
位
期
間
の
初
日
でＩ

あ
る
と
き
は
、
当
該
貸
与
単
位
期
間
）
以
降
に
係
る
修
習

二
法
第
六
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
罷
免
さ
れ
た
と
き
。

十
一
条
の
規
定
は
、
修
習
資
金
の
貸
与
に
つ
い
て
は
適
用

し
な
い
。

つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
が
生
じ
た
と
き
は

一
（
同
上
）

』
資
金
庇
貸
与
ｒ

口
修
習
資
金
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
司
法
修
習
生
に

〔（
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第
七
条
の
二
法
第
六
十
七
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
最

高
裁
判
所
の
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

第
七
条
修
習
専
念
資
金
の
返
還
の
期
限
は
、
通
常
修
習
期

間
の
終
了
し
た
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し

た
後
十
年
以
内
で
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
日
と
し
、
そ
の

返
還
は
、
年
賦
の
均
等
返
還
の
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る

・
た
だ
し
、
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
繰
上

返
還
を
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

｡

I
の
定
め
る
事
由
）

一
修
習
専
念
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
給
与
所
得
（

修
習
二
等
へ
怠
盗
ぞ
金
の
返
煙
唾
の
期
胴

1

＜（

』

第
七
条
の
二
法
第
封
制
而
七
条
尖
以
二
篭
舎
一
項
に
規
定
す
る
最

第
七
条
修
習
資
金
の
返
還
の
期
限
は
、
修
習
期
間
の
終
了

一

し
た
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
後
十
年

修
習
期
間
の
終
了

◎

高
裁
判
所
の
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

、
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
繰
上
返
還
を
す

る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

年
賦
の
均
等
返
還
の
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し

の
定
め
る
事
由
）

以
内
で
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
日
と
し
、
そ
の
返
還
は
へ

一
修
習
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
給
与
所
得
（
俸
給

（
修
習
資
金
の
返
還
の
期
限
等
）

(~（
〃ｖ

一
一
生
起

ー

自
販
吉
貢
獣
料
詐

【

ー
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控
除
し
た
残
額
）
が
三
百
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
（
当

を
当
該
期
間
中
に
返
還
し
た
と
き
は
、
そ
の
返
還
額
を

除
く
。
次
号
に
お
い
て
単
に
「
借
入
金
」
と
い
う
。
）

学
の
た
め
の
借
入
金
（
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
も
の
を

学
院
で
あ
っ
て
、
法
曹
に
必
要
な
学
識
及
び
能
力
を
培

う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
お
け
る
修

科
大
学
院
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二

十
六
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
専
門
職
大

最
高
裁
判
所
の
定
め
る
期
間
に
お
け
る
収
入
金
額
（
法

者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
の

俸
給
、
給
料
、
賃
金
、
歳
費
及
び
賞
与
並
び
に
こ
れ
ら

の
所
得
を
有
し
な
い
者
（
次
号
に
お
い
て
「
給
与
所
得

の
性
質
を
有
す
る
給
与
に
係
る
所
得
を
い
う
。
）
以
外

〔て

該
期
間
中
に
返
還
し
た
と
き
は
、
そ
の
返
還
額
を
控
除

。
次
号
に
お
い
て
単
に
「
借
入
金
」
と
い
う
。
）
を
当

し
た
残
額
）
が
三
百
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
（
当
該
者

た
め
の
借
入
金
（
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
も
の
を
除
く

裁
判
所
の
定
め
る
期
間
に
お
け
る
収
入
金
額
（
法
科
大

０

学
院
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
お
け
る
修
学
の

号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
専
門
職
大
学
院

で
あ
っ
て
、
法
曹
に
必
要
な
学
識
及
び
能
力
を
培
う
こ

得
を
有
し
な
い
者
（
次
号
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
」

●

と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
の
最
高

質
を
有
す
る
給
与
に
係
る
所
得
を
い
う
。
）
以
外
の
所

、
給
料
、
賃
金
、
歳
費
及
び
賞
与
並
び
に
こ
れ
ら
の
性

＜（
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第
八
条
修
習
専
念
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
者

口
二
修
習
専
念
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
給
与
所
得
者

（
期
限
の
利
益
の
喪
失
）

項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ

か
が
生
じ
た
と
き
を
除
く
。
）
。

該
期
間
中
に
返
還
し
た
と
き
は
、
そ
の
返
還
額
を
控
除

規
定
す
る
期
間
に
お
け
る
総
収
入
金
額
（
借
入
金
を
当

し
た
残
額
）
か
ら
必
要
経
費
を
控
除
し
た
残
額
が
二
百

万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
（
当
該
者
に
つ
い
て
次
条
第
二

）
。以

外
の
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
の
前
号
に

該
者
に
つ
い
て
次
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で

に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
が
生
じ
た
と
き
を
除
く
。

〔ぐ

（
期
限
の
利
益
の
喪
失
）

０

第
八
条
個
割
烈
刺
劃
の
貸
与
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
者
に
つ

二
修
習
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
給
与
所
得
者
以
外

生
じ
た
と
き
を
除
く
。
）
。

間
中
に
返
還
し
た
と
き
は
、
そ
の
返
還
額
を
控
除
し
た

残
額
）
か
ら
必
要
経
費
を
控
除
し
た
残
額
が
二
百
万
円

す
る
期
間
に
お
け
る
総
収
入
金
額
（
借
入
金
を
当
該
期

以
下
で
あ
る
こ
と
（
当
該
者
に
つ
い
て
次
条
第
二
項
第

二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
が

げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
が
生
じ
た
と
き
を
除
く
。
）
。

の
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
の
前
号
に
規
定

に
つ
い
て
次
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲

(_（

Ｉ
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に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
が
生
じ
た
と
き

は
、
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
最
高
裁
判
所
の
請

求
に
基
づ
き
、
そ
の
指
定
す
る
日
ま
で
に
、
返
還
未
済
額

の
全
部
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
正
当
な
理
由
が
な
く
て
偶
剥
引
割
剖
鯏
馴
劃
を
返
還
す
べ

き
日
ま
で
に
こ
れ
を
返
還
し
な
か
っ
た
と
き
。

二
～
四
（
略
）

２
修
習
専
念
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
者
に
つ

い
て
次
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
が
生
じ
た
と
き
は
、

第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
直
ち
に
返
還
未
済
額
の

全
部
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
・

一
～
六
（
略
）

（
返
還
明
細
書
の
提
出
）

<（

二
～
四
（
同
上
）
’

２
掴
詞
剴
潮
刑
罰
の
貸
与
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て

を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
直
ち
に
返
還
未
済
額
の
全
部

次
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
が
生
じ
た
と
き
は
、
第
七

部
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

基
づ
き
、
そ
の
指
定
す
る
日
ま
で
に
、
返
還
未
済
額
の
全

い
て
次
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
が
生
じ
た
と
き
は
、

一

第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
最
高
裁
判
所
の
請
求
に

一
～
六
（
同
上
）

一
正
当
な
理
由
が
な
く
て
傾
割
鯏
劇
劃
を
返
還
す
べ
き
日

口

ま
で
に
こ
れ
を
返
還
し
な
か
っ
た
と
き
。

（
返
還
明
細
書
の
提
出
）

（〔‐

－17－



第
九
条
修
習
専
念
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
貸

与
申
請
に
係
る
修
習
専
念
資
金
の
最
後
の
貸
与
単
位
期
間

の
末
日
ま
で
に
、
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
事
項
を
記
載
し

た
返
還
明
細
書
を
最
高
裁
判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
り

修
習
専
念
資
金
を
貸
与
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
場
合
に
は

、
最
高
裁
判
所
の
指
定
す
る
日
ま
で
に
、
同
項
に
規
定
す

る
返
還
明
細
書
を
最
高
裁
判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
延
滞
利
息
）

第
十
条
修
習
専
念
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
は
、
正
当
な

‐
理
由
が
な
く
て
修
習
専
念
資
金
を
返
還
す
べ
き
日
ま
で
に

て〈

第
十
条
修
習
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
は
、
正
当
な
理
由

第
九
条
修
習
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
貸
与
申

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
り

が
な
く
て
個
割
劉
引
鋼
を
返
還
す
べ
き
日
ま
で
に
こ
れ
を
返

◎

修
習
資
金
を
貸
与
し
な
い
も
の
と
さ
・
れ
た
場
合
に
は
、
最

高
裁
判
所
の
指
定
す
る
日
ま
で
に
、
前
項
に
規
定
す
る
返

還
明
細
書
を
最
高
裁
判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

細
書
を
最
高
裁
判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

請
に
係
る
修
習
資
金
の
最
後
の
貸
与
単
位
期
間
の
末
日
ま

で
に
、
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
返
還
明

（
延
滞
利
息
）

〔（
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第
十
一
条
最
高
裁
判
所
は
、
修
習
専
念
資
金
の
貸
与
を
受

け
、
又
は
受
け
よ
う
と
す
る
者
及
び
そ
の
保
証
人
又
は
保

証
人
と
な
る
べ
き
者
に
対
し
、
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の

専
念
資
金
の
貸
与
及
び
返
還
に
関
し
必
要
と
認
め
る
書
面

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
補
則
）

（
修
習
専
念
資
金
の
貸
与
及
び
返
還
に
関
す
る
書
面
の
提

Ｉ
出
）

ｌ

の
ほ
か
、
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
修
習

の
翌
日
か
ら
返
還
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
返

還
す
べ
き
額
に
つ
き
年
十
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で

計
算
し
た
延
滞
利
息
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
返
還
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
返
還
す
べ
‐
き
日

<（

第
十
一
条
最
高
裁
判
所
は
、
偶
割
刷
劉
劉
の
貸
与
を
受
け
、

又
は
受
け
よ
う
と
す
る
者
及
び
そ
の
保
証
人
又
は
保
証
人

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
な
る
べ
き
者
に
対
し
、
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほＩ

か
、
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
修
習
資
金

額
に
つ
き
年
十
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
た

の
貸
与
及
び
返
還
に
関
し
必
要
と
認
め
る
書
面
の
提
出
を

ら
返
還
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
返
還
す
べ
き

延
滞
利
息
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

還
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
返
還
す
べ
き
日
の
翌
日
か

（
補
則
）

『
個
割
劉
引
劉
刎
倒
働
剴
幽
訓
洞
筈
運
に
詞
関
す
る
書
面
の
提
出
）

〔く

t
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第
十

ｌ資金
の
貸
与
及
び
返
還
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
最
高
裁

判
所
が
定
め
る

●

二

条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
修
習
専
念

＄

ロ

（（

第
十が

定
め
る
。

の
貸
与
及
び
返
還
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

二

条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
修
習
資
金

』

〔〈

旦
誕
吉
向

裁
判
所
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司法修習生に関する規則においてその一部改正により罷免等

に関して新たに最高裁判所の権限とされた事項について

司法修習生に関する規則において，その一部改正により罷免等に関して新たに最

高裁判所の権限とされた事項は，最高裁判所事務総長又はその指定するものに委任

する。

r
、

〔

ｆ

、


